
（様式第１号）

市民病院　事務部管理課

平成２５年　８月２０日から

平成２５年　９月　２日まで

ア   職員の住居手当の算定において、共益

費や駐車料の対象家賃とならない費用を

含んで家賃を支払っている場合で、それ

ら対象家賃とならない経費をの除さずに

手当額を算定していた。対象家賃となら

ないそれぞれの区分について貸主の証明

書を徴取するなどして、適正な手当額を

算定されたい。

イ 　５０万円を超える契約において予定価

格が定められていない契約が散見された。

随意契約においても予定価格を定める必

要があるため、西尾市契約規則第２５条

の規定により適切な事務処理をされたい。

ウ 　地方自治法施行令第１６７条の２第１

項第２号を随意契約の根拠として適用し

ているにもかかわらず見積合わせをして

いるものが散見された。契約の原則は入

札の方法により契約の相手方を決定する

ものであり、契約の公平性、透明性の確

保のためにも、随意契約ができる適当な

理由がない限り入札により契約を締結さ

れたい。

エ 　契約書に契約保証金に関する記載、委

託料の支払い方法についての記載及び暴

力団排除に関する記載がなかった。西尾

市契約規則又は、西尾市が行う調達契約

からの暴力団排除に関する要綱に沿った

事務処理をされたい。

監査期間

措置状況

　不動産会社作成の内訳を確認した結果、家賃以外は

含まれておらず（共益費は無し、駐車場は１台無料）

（注）１　｢指摘事項｣の欄は、「定期監査の結果」の「４　監査の結果」に記載された各課の指

　　　　摘事項を転記してください。

　今後、適正に処理いたします。

　今後、適切に対応いたします。

　　　　ついては、その日付を記載してください。

　　　　　また、措置の内容については｢適正に処理しました。｣等の抽象的な表現は避け、具体

　　　２　｢措置状況｣の欄は、措置の内容を記載するとともに、措置年月日が特定できるものに

　　　　的な措置状況を記載してください。

指摘事項に係る措置状況報告書

　今後の契約から、予定価格を定めるように対応いた

します。

算定額の訂正はありませんでした。

　今後、適正に処理いたします。

指摘事項



（様式第１号）

市民病院　事務部管理課

平成２５年　８月２０日から

平成２５年　９月　２日まで

オ 　看護師の求人、広報に係る契約で、正

当な理由がないにもかかわらず前金払に

より経費を支払っていた。前金払をする

経費については、地方公営企業法施行令

第２１条の７及び西尾市予算決算会計規

則第６０条に規定されており、法令等に

沿った事務処理をされたい。

カ 　借受公舎の賃貸借契約において、一部

を解除しその余の部分を継続して契約を

締結する際に、解約する部分については、

解約伺いの決裁を受け適切な事務処理が

なされていたが、継続契約となる部分に

ついて、契約締結伺いを起案せずに新た

に契約を締結していた。継続契約であっ

ても契約書（案）を添付して契約締結伺

いを起案し、決裁区分に応じた決裁を受

けられたい。

キ 　印刷機賃借契約において、一者随意契

約の正当な理由の記載がなかった。一者

随意契約の正当な理由がない場合は、西

尾市契約規則第２４条の３により、なる

べく２人以上の者から見積書を徴さなけ

ればならないので、規則に沿った契約事

務をされたい。

ク 　在宅酸素療法に伴う機器の貸与契約書

において、契約書本文に記載された契約

者と、記名押印している契約者が相違し

ていた。契約の重要性を認識し適正な事

務処理をされたい。

　　　　的な措置状況を記載してください。

指摘事項に係る措置状況報告書

　今後、適正に対応いたします。

いをし、適正に対応いたします。

指摘事項

　　　　ついては、その日付を記載してください。

　　　　　また、措置の内容については｢適正に処理しました。｣等の抽象的な表現は避け、具体

　今後、なるべく２人以上の者から見積書を徴するよ

うにいたします。

　　　２　｢措置状況｣の欄は、措置の内容を記載するとともに、措置年月日が特定できるものに

（注）１　｢指摘事項｣の欄は、「定期監査の結果」の「４　監査の結果」に記載された各課の指

　　　　摘事項を転記してください。

 今後、記載に誤りが無い様、対応いたします。

監査期間

措置状況

　広報物の作成及び掲載が全て終了していたため、

支払いをしました。今後は、契約期間終了後に支払


